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はじめに

　体制転換後の中東欧諸国では歴史像の再構築を図るために第二次世界大戦及び社会主義
時代の「犠牲の記憶」を政治利用する傾向が見られるが、現在の旧ユーゴ諸国も例外では
ない1。特に第二次大戦並びに体制転換に伴う90年代の紛争を通じて民族間あるいは国家
間で凄惨な対立を繰り返したクロアチア、ボスニア＝ヘルツェゴヴィナ、セルビアでは、
この現象はナショナリズムの伸長と相俟って相互の緊張関係を否応なく増幅させるものと
認められる2。なぜならそれは「ユーゴスラヴィア」という過去の政治的基盤に由来する
歴史認識の共有を不可能にする契機となり得るからである3。殊にクロアチアにおいては、
国民を形成する民族カテゴリーとしてのセルビア人の地位を脅かし、民族間関係また隣国
間関係を再び悪化させる事態にも繋がりかねない。本稿ではこうした現在の旧ユーゴ諸国
間に見られる歴史認識を巡る課題を具体的事例に即して検討するため、第二次大戦時にお
ける大量虐殺の舞台となったヤセノヴァツの「犠牲の記憶」を巡る問題を取り上げる。
　ヤセノヴァツはサヴァ川とウナ川の合流地点に位置するスラヴォニア中部の一地方都市
であるが、第二次大戦時に枢軸国陣営の傀儡国家「クロアチア独立国」が誕生した後、同
地を含めた周辺地域にセルビア人、ユダヤ人、ロマ、そしてクロアチア人やスロヴェニア
人の共産主義者あるいは反体制派の大量虐殺を主たる目的とする収容所群が建設された。
その跡地は現在クロアチアとボスニア＝ヘルツェゴヴィナを構成するスルプスカ共和国の
領域に分かれているが、特にヤセノヴァツ、及びサヴァ川を挟んでその対岸に位置するドー
ニャ・グラディナには祈念碑を建立したメモリアル・サイトが整備され、毎年各共和国政
府の主催による追悼式典が開催されている。
　ただし近年クロアチアでは現政権によるヤセノヴァツ追悼式典への対応に関して犠牲者
の立場にあるセルビア人やユダヤ人の側から異議が唱えられ、両民族代表らが独自に追悼
式典を実施する事態にまで発展している4。詳しい対立の構図については後述するが、
2015年末から連立政権の首班を担っているクロアチア民主同盟（HDZ）はもともと1991
年にクロアチアが社会主義ユーゴから独立を果たした際、また続く紛争時の与党であり、
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設立者であるフラニョ・トゥジマン初代大統領の下、国家体制の再構築を通して支持基盤
を確立した政党である。つまり政府主催の追悼式典には、自らのナショナリズムに基づき
クロアチアの「犠牲の記憶」を更新する意図があると思われる。だとすればヤセノヴァツ
追悼式典に際して顕在化した民族間の対立は、HDZが進める「記憶政策」の全体像を踏ま
えて検討すべき事柄と言える。
　その際、もともとヤセノヴァツ祈念碑の建立とメモリアル・サイトの整備が社会主義ユー
ゴ期に企画され実現したことから、追悼式典が現在のクロアチアの国是の一つである「反
ファシズム」の系譜に連なる行事であることに注目したい5。「記憶政策」が新たな国家体
制の正統化を目指して編まれるものである以上、ヤセノヴァツ追悼式典を巡るHDZの姿勢
は社会主義イデオロギーに由来する「反ファシズム」への評価を必然的に表すことになる。
クロアチア史においてナショナリズムと「反ファシズム」は完全に相克するものではない
にせよ、第二次大戦期以降両者は互いに絡み合いながら複雑な関係を切り結んできた。そ
のためHDZの「記憶政策」がクロアチアにおける歴史認識の刷新に向けていかなる視座を
備えたものであるか検討する上で、ナショナリズムのみならず「反ファシズム」の政治潮
流と両者の関係を明らかにすることが重要になるだろう。
　そこで本稿では、まずヤセノヴァツ強制収容所における大量虐殺の実態から祈念碑建立
の経緯まで解説を試みながら、社会主義ユーゴ期におけるクロアチアのナショナリズムと
「反ファシズム」の位相について確認する。それから90年代の紛争の影響を踏まえなが
ら現政権による「記憶政策」の範疇における両イデオロギーの形態を検討した上で、それ
らが表出する機会となったヤセノヴァツ追悼式典を巡る「犠牲の記憶」が現在いかなる岐
路に立たされているのか論じることにしたい。

1. 「クロアチア独立国」における大量虐殺の犠牲

　ヤセノヴァツの「犠牲の記憶」を巡る問題を扱う前提として、まず「クロアチア独立国」
の政治体制の下、同地で大量虐殺が発生した経緯について確認しておこう。独伊から同国
の政治運営を任ぜられたウスタシャは、保守政党であるクロアチア権利党幹部のアンテ・
パヴェリチを最高指導者として1930年に結成されたクロアチア人の極右民族主義組織で
ある。ウスタシャの勢力は大戦間期には小規模なものに留まっていたが、民族国家樹立を
最大の政治目標として当時ユーゴ王国の政権を専有する立場にあったセルビア人に対する
敵対姿勢を露わにしており、国家転覆を企図したテロルや各種プロパガンダ活動を展開し
ていた。その急進的なイデオロギーの形態は、中世王国時代の民族の歴史的領土を回復さ
せようとする伝統的なナショナリズムを基盤として、指導者原理や政治的暴力の肯定と
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いったファシズムの要素も多分に含むものだった。枢軸国陣営の侵攻によりユーゴ王国が
占領された後、1941年4月10日に「クロアチア独立国」は現在のクロアチア及びボスニ
ア＝ヘルツェゴヴィナの領域の大部に跨る形で誕生した6。そしてウスタシャは自らの政
治的理想に即した「民族共同体」の実現に係り他民族の排除を達成すべく諸政策に着手し
ている。
　パヴェリチは同年4月17日に「国民と国家の保護に関する法令」を布告しているが、こ
れはクロアチア人及び「クロアチア独立国」、またウスタシャの関心を損なう者には大逆
罪を課して死刑に処すよう定めるものであった7。そして4月30日に公布された「国籍に
関する法令」「人種帰属に関する法令」は他民族への迫害とクロアチア人中心の「民族共
同体」建設を正当化する役割を果たした。「国籍に関する法令」ではクロアチア独立国に
おける「公民」と「国民」の存在を区別した上で、「公民」とは「国民」の中でも「アーリア人」
の血統に属する「政治的権利の担い手」であり「クロアチア人とクロアチア独立国に奉仕
する」存在と定義された。「人種帰属に関する法令」によれば、「アーリア人」とは「ヨーロッ
パの人種共同体、もしくはヨーロッパ外に存在する同種の共同体に属する祖先」を持つ者
であった。ここでクロアチア人はドイツ民族との人種的連続性を維持しながら「アーリア
人」に含まれる存在として扱われている。両法令にはウスタシャの希求するナショナリズ
ムの形態と共にドイツ民族を筆頭とした「アーリア人」の優位性を唱えるナチ・イデオロ
ギーの影響を確認することが出来る8。なお一部のセルビア人はあくまでカトリックから
正教に改宗したクロアチア人とみなされ人種的には「アーリア人」に分類されたが、他方
でクロアチア民族国家樹立を妨害し続けた存在として法的保護を受けることが出来なかっ
た。またウスタシャがセルビア人を「非アーリア人」たるヴラフと同定してユダヤ人やロ
マと同様の劣等人種として扱う事例も多々見られた9。
　一方こうした法整備が為される以前の4月15日には内務省の指示を受けて内陸北部のコ
プリブニツァに化学工場施設を使ったダニツァ収容所が設置され、以後セルビア人を中心
とする反体制派の収監が進められている。また同じく内陸北部に位置するレポグラヴァや
ザグレブ近郊のケレスティネツには大戦間期から運営されている刑務所が存在したが、「ク
ロアチア独立国」建国直後から収容所として再利用された。さらに5月にゴスピチ収容所
群が、同年8月からヤセノヴァツ収容所群が大量虐殺を目的として建設された10。ユダヤ
人は1941年5月から翌年8月まで断続的に各地の強制収容所で犠牲となった。その死者数
は2万5千人から2万6千人程に上る。さらに残存するユダヤ人の多くがドイツや他の東欧
諸国へ移送された。当時国内に4万人程居住していたロマも、1942年5月から同年夏にか
けて強制収容所への移送が進められた11。
　一方セルビア人の処遇にあたっては、まずドイツとの協力の下で国内からの追放政策が
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採られた。1941年6月にザグレブで開かれたウスタシャと独要人の会合では、スロヴェニ
ア占領地域のドイツ化を進めるべくスロヴェニア人を「クロアチア独立国」に移住させ、
代わりに同国内に居住するセルビア人をドイツの傀儡政権が樹立していたセルビア領へ移
住させる計画について協議している。しかしながら当初ウスタシャは17万人のセルビア
人の追放処分を予定していたところ、夏頃までに1万7千人程度を移送するに留まった。
なお同じく6月にパヴェリチはベルリンを訪問してヒトラーと面会し、この「セルビア人
問題」について協議している。この会談後、ウスタシャはセルビア人の暴力的摘発や強制
収容所へ移送しての殺害を計画的に進めている12。その実態について、以下ヤセノヴァツ
収容所群に焦点を当てながら説明したい。
　1941年8月に「クロアチア独立国」の諜報・情報機関としてウスタシャ監理局が創設され、
その管轄下に設置された「ウスタシャ防衛部」が強制収容所の運営を統括する役割を担った。
長官職に就いたヴィエコスラフ・マクス・ルブリチは、同年9月にドイツのザクセンハウ
ゼン強制収容所に赴いて労働奉仕や警備部隊の供給、さらに被収容者の虐殺を含めた運営
方法について学習し、ヤセノヴァツ強制収容所群の監理に適用したとされる13。
　同収容所群はヤセノヴァツ及びその周辺地域に偏在した5つの大規模な収容所あるいは
労働施設に加えて比較的小規模な複数の収容所で構成されていた。その中でも現在メモリ
アル・サイトが整備されている土地には収容所群の中で最大となる494エーカーの敷地面
積を備えた第三収容所が存在した。同収容所は内務省管轄下にある秩序安寧局の指揮によ
り、もともと運輸業の工場施設があった土地に1941年10月に建設されている。敷地内に
はレンガ工場や鎖工場、製材所、発電所を含めた多数の工場が設置され、被収容者は強制
労働を課せられると共に大量虐殺の犠牲になった14。
　第三収容所には常時3,000人から4,000人程が収容されていたが、彼らは数十人から数
百人単位の作業グループに編成され、鎖やレンガの生産、木材や皮製品の加工、さらに収
容所の施設又は外壁の建設やサヴァ川の氾濫を防ぐための灌漑工事といった強制労働に従
事した。なお各グループの指揮を担う人員は被収容者の間からウスタシャにより選抜され
た15。また1941年5月にウスタシャは独側の要請に応じて「クロアチア独立国」からドイ
ツへ約5万4,500人の労働者を派遣することに合意していたが、ヤセノヴァツ強制収容所
群の監理に携わったウスタシャ幹部の戦後の証言によれば、同収容所群から主にセルビア
人で構成された約1万人の被収容者が男女問わず派遣されている16。
　ヤセノヴァツ強制収容所群にはその存続期間を通じて断続的に被収容者が移送されてい
たが、労働力の必要を超える数の人員は殺害対象となった。1941年末に年配か病弱な約
500人の被収容者が集められ銃殺されたが、以降も残虐な方法で以て虐殺が進められた17。
また食糧の配給不足により餓死する者、劣悪かつ非衛生的な環境下で病死あるいは冬季に
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は凍死に追いやられる者も数多かった。さらに灌漑工事など過酷な強制労働による衰弱の
結果、労働力の要求を満たさなくなった者は殺害された18。大量虐殺の事例を挙げると、
1942年6月にボスニア北西部山岳地帯のコザラでウスタシャ及び独軍によるパルチザン掃
討作戦が実行された結果、子女を含めた相当数のセルビア人市民がヤセノヴァツに移送さ
れ、約1万5,000人が虐殺の対象になった。またスラヴォニア東部に位置するジャコボ収
容所には当時主にユダヤ人の女性と子供が3,000人程収容されていたが、チフスが蔓延し
たことから閉鎖され、被収容者の多くは同年6月から7月にかけてヤセノヴァツへ送られ
殺害された19。
　1941年末から第三収容所のサヴァ川対岸に位置するドーニャ・グラディナが新たに処
刑地及び埋葬地として活用されるようになった。その背景には第三収容所内における遺体
の焼却などから虐殺が外部に知れ渡ることを避ける狙いがあったと思われる20。実際にウ
スタシャはヤセノヴァツ強制収容所群を「クロアチア独立国」に背いた犯罪者を矯正する
「労働キャンプ」と謳うプロパガンダを繰り返していた。一方パルチザンは1942年3月ま
でに大量虐殺の情報を入手して被収容者の解放を計画していたとされる。しかしながら連
合国軍及び赤軍の支援を得てヤセノヴァツへの攻撃が実現するのは1945年3月のことで
あった。同年4月には、枢軸国陣営の敗退が間近に迫っていたところ、大量虐殺の事実を
隠蔽するためルブリチの命により収容所群施設の完全なる破壊と被収容者の殺害が行われ
ている21。
　パルチザンによる全土の制圧とザグレブ入城が達成され、「クロアチア独立国」が崩壊
するのは1945年5月のことであった。ヤセノヴァツ強制収容所群ではその44ヶ月間に及
ぶ稼働期間を通じて被収容者に対する迫害及び虐殺行為が時期による規模の大小はあれ継
続した。ただし次章で見るように、その犠牲者数は社会主義ユーゴ期を通じて政治利用さ
れる形で測定及び公表されることになる。ここではヤセノヴァツのメモリアル・サイトを
運営するクロアチアの国立機関が現在公表している犠牲者数の総計と内訳のみ記しておき
たい。まず全体の犠牲者数は83,145名である。その内セルビア人は47,627名、ロマは
16,173名、ユダヤ人は13,116名、クロアチア人は4,255名、ムスリムは1,128名、スロヴェ
ニア人は266名となっている22。ただし未だ正確な犠牲者数の把握に係る調査は継続中で
あり、その数の最終的な確定は困難とされる。

2. ヤセノヴァツ祈念碑建立の経緯

　社会主義ユーゴにおいてティトーを首班とする共産党政権は「友愛と統一」のイデオロ
ギーを掲げながら民族間の融和と統合に努めた。さらに建国の基盤として、民族間の分断
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を超えて蜂起したパルチザンが枢軸国勢力を打倒して「民族解放闘争」を実現したとする
パルチザン英雄史観を謳っていた。しかしながら、そもそも第二次大戦下における闘争の
歴史を語ることは、実際に民族間で繰り広げられた虐殺の事実を想起させることに繋がり
かねない。特にクロアチア人民族主義者から成るウスタシャがセルビア人に対して働いた
凄惨な迫害行為を巡る「記憶」は、戦後の民族間関係に新たな軋轢を生む可能性を孕んで
いた。つまりそこでは「加害と犠牲」に関する過去の歴史認識を巡り、社会主義イデオロギー
と各民族のナショナリズムが相矛盾するような事態が危惧されることになる。以下ではヤ
セノヴァツ祈念碑建立の経緯に注目しながら、この問題が社会主義ユーゴ期を通じていか
なる展開を辿ったか確認したい。
　先に述べたように第二次大戦期及びヤセノヴァツ強制収容所群における死者数は、パル
チザン英雄史観を浸透させる目的から過剰に見積もって算定された。戦後すぐに共産党政
権は第二次大戦期の死者数をおよそ170万人と認めてその宣伝に努めている。そこには占
領軍との戦闘におけるパルチザンの勝利とそれがもたらした社会主義ユーゴの建設がいか
に歴史的価値を持つものか強調する狙いがあったと言える。また侵略者であるドイツ軍に
対抗するためパルチザンは民族の差異を超えて結集したと謳うなど、民族間で発生した闘
争や迫害の実態について追及する姿勢は見られなかった。公式の歴史叙述においてウスタ
シャあるいはチェトニクによる迫害行為が隠蔽された訳ではないが、その際「加害者」はあ
くまで対枢軸協力者として扱われ、特定の民族と結びつけて論じることは避けられた。つ
まり当局は「犠牲の記憶」が民族間対立に直結しないよう配慮していたものと思われる23。
　またヤセノヴァツにおける犠牲者数については、クロアチア人民解放反ファシスト全国
評議会 (ZAVNOH) の下に組織された「占領者及びその協力者による犯罪の認定に係る全
国委員会」が1946年に調査を行い、50万人から60万人と算定した報告書を発表している。
さらに1960年刊行の『ユーゴスラヴィア百科事典』では「ヤセノヴァツ強制収容所」の
項目の説明にあたり、正確な数の測定は不可能であるがウスタシャは約70万人の「ユダ
ヤ人やロマに加えて反ファシストのセルビア人とクロアチア人」を殺害したと記載されて
いる24。ただし1964年にはドイツ連邦共和国に対する賠償金請求の必要から、ユーゴスラ
ヴィア連邦統計局により全国市町村単位での詳細な死傷者名簿の作成が進められた。その
結果、ヤセノヴァツ強制収容所群及びドーニャ・グラディナにおける犠牲者数は総計
59,589名と算出された。結局この調査結果は統計上の不備から実態の6割弱しか反映出来
ていない不完全なものと当局により断定され、その公表は禁じられた。ただしその見解を
考慮してもヤセノヴァツにおける犠牲者の総数は10万人程度となり、当時の公式の発表
から大幅に目減りしていることが分かる25。
　このような犠牲者数の意図的な算定を見るに、共産党政権にとりヤセノヴァツがいかに
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「犠牲の記憶」の象徴として重要視されていたかは明らかだろう。なお既に1950年代よ
りパルチザン英雄史観に基づく第二次大戦期の「記憶」の形成と共有を図る目的から各地
で祈念碑の建設が進められていた。実際にクロアチアでは1960年までに「民族解放闘争」
の戦地各々におよそ600基の記念碑が建てられ380個の記念銘板が設置されている26。そ
うした中、ヤセノヴァツに祈念碑を建立して同地がユーゴスラヴィア全人民にとり適切な
「記憶」の舞台となり得るか、民族解放闘争退役軍人同盟と1952年に設立された「民族
解放闘争に関わる歴史的土地の選定及び整備委員会」を中心に議論されていた27。さらに
地域単位ではより積極的な活動が展開された。ヤセノヴァツでは1950年代初頭に現地の
党員により「ファシズム犠牲者の祈念碑建設に向けた実行委員会」が設立されたが、退役
軍人同盟や連邦政府、そしてティトー宛に祈念碑建立とメモリアル・サイトの整備を要望
する書簡を発出している。また1950年代よりヤセノヴァツでは非公式ながら追悼式典が
開催されていたが、1963年には参加者数が1万人に上ったとされる28。
　最終的には退役軍人同盟の主導により、セルビア人建築家のボグダン・ボグダノヴィチ
の企画案が採用され、1966年に第三収容所跡地に「石の花」と呼ばれる追悼祈念碑が建
設された。その巨大な彫刻の足元には、パルチザンの闘士であり戦時中にチェトニクに殺
害されたクロアチア人の詩人イヴァン・ゴラン・コヴァチッチの代表作である「ヤマ」の
一節が刻印された銘板が置かれている29。さらに1968年にはメモリアル・サイトの一角に
研究機関を併設した博物館が開設され、被収容者の当時の生活品や手紙に加えて犠牲者を
映した写真や実際に殺害に使用されたウスタシャの武器などを展示し、さらに当時の映像
記録も上映されていた。また社会主義期には教育の一環として同地で学童を対象とした研
修も行われており、1967年から1983年の間に約330万人が訪問している30。公式の追悼
式典も1968年からユーゴ解体を迎える1991年まで、被収容者が反乱を起こした4月22日
とパルチザンが蜂起した日とされる7月4日に開催されており、毎年3万人から10万人が
参列したとされる31。
　祈念碑の建立を以て、ヤセノヴァツは複数のイデオロギーが交差する政治空間に変貌し
た。まず共産党政権にとり、「犠牲の記憶」はあくまで特定の民族に偏るものではなく全
人民に共有された上で統合の機能を果たすものと想定されていただろう。そして「加害者」
たるウスタシャを枢軸国陣営の一部と同定し、それに勝利したパルチザンの「民族解放闘
争」を称揚するような歴史認識を構築することが目指された。しかしながら、そもそもヤ
セノヴァツはパルチザンと占領軍の戦闘地域ではなく、その祈念碑も必ずしも「民族解放
闘争」を想起させるものではなかった。むしろヤセノヴァツに人民の注目が集まることで、
民族間対立の構図を備えた大量虐殺の実態が議論の対象になることが懸念された32。つま
りその「犠牲の記憶」は人民の連帯を支える「反ファシズム」のレトリックを纏いながら、
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それと同時に各民族のナショナリズムを潜在化させていたと言える。
　特にティトー逝去後の1980年代には、犠牲者数に関する見解の相違も含めて、ヤセノ
ヴァツの「犠牲の記憶」は民族間対立を促す材料に政治利用されることになる。既に
1974年憲法の下で社会主義ユーゴを構成する共和国と自治州は権限を拡大していたが、
1980年代には経済危機の進展が分権化の傾向に拍車をかけ、次第に共和国間での対立に
繋がるナショナリズムが喚起されることになった。特にセルビア及びクロアチア双方の間
で第二次大戦時の大量虐殺を巡る問題が取り沙汰されるようになる。1984年にはセルビ
ア科学芸術アカデミーで「セルビア人と他のユーゴスラヴィア国民が犠牲となったジェノ
サイドに関する資料収集」を目的とした委員会が設立された。その出版活動は第二次大戦
に関するそれまでの公式の歴史叙述の枠組みを超えて、セルビア人の犠牲者性を強調する
ものとなった。また1986年には「クロアチア独立国」で内務相及び法務・宗教相の地位にあっ
たアンドリヤ・アルトゥコヴィチが亡命先のアメリカから社会主義ユーゴに引き渡され、
ザグレブでの裁判で戦時中に虐殺に関与した罪に問われて死刑判決を受けている33。その
模様はセルビアとクロアチアのメディアを通じて盛んに報道され、あらためてウスタシャ
の戦争犯罪に関する議論を両国で巻き起こした34。
　中でもフラニョ・トゥジマンは1980年代後半にクロアチアでヤセノヴァツを巡る問題
を再燃させた重要人物の一人である。以下そのナショナリズムの核となる要素を見てみた
い。トゥジマンはもともと「民族解放闘争」に従軍したパルチザン闘士であり、1960年
代には歴史家としてクロアチア労働運動史研究所の所長やザグレブ大学の教授職を務めた。
ただし連邦統計局が1964年に行ったヤセノヴァツでの犠牲者数に関する調査結果の公表
を企図したとして、1967年に所長職及び教授職を解かれて党からも追放処分を下されて
いる35。その後1989年に発表した著作『歴史的真実の荒地』でも、党の公式見解に反する
形で第二次大戦期における戦死者数を80万人から90万人、ヤセノヴァツにおける犠牲者
数を3万人から4万人と推定している。さらにトゥジマンは同書の中で、ヤセノヴァツ収
容所群は「労働キャンプ」であり被収容者の大量虐殺を目的としたものではないと訴えな
がら、共産党当局あるいはセルビア人側による過剰な犠牲者数の測定は「神話」であると
非難した36。
　その際ウスタシャによる戦争犯罪の事実が全て否定された訳ではないが、トゥジマンは
ウスタシャを「加害者」、そしてセルビア人を「犠牲者」と固定して捉える歴史認識に反
発したと言えるだろう。さらに同書では、パルチザンが「クロアチア独立国」崩壊後にウ
スタシャの軍人やクロアチア人市民を虐殺した「ブライブルクの悲劇」について言及する
ことでパルチザン英雄史観自体に修正を迫っている。ただし興味深いことに、これまでク
ロアチア人亡命者が中心になり流布してきた「ブライブルクの悲劇」に関する歴史叙述は
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パルチザンあるいはセルビア人を断罪する形でクロアチア人の死者数を過剰に算定してお
り、「ヤセノヴァツの神話」と同様の構図を備えているとも指摘している37。ここでトゥジ
マンが行った第二次大戦時の「ジェノサイド」に関する新たな解釈とは、ウスタシャとパ
ルチザン双方の歴史的評価を完全に逆転させるのではなく、あくまで両者の戦争犯罪を相
対化することでウスタシャが象徴する残虐なイメージの軽減を目指すものであったと思わ
れる38。
　さらにトゥジマンは大戦間期及び社会主義期を通じて「大セルビア主義」によりクロア
チア人の国家性が脅かされてきたと訴えていた。その歴史観に即してウスタシャのセルビ
ア人に対する迫害は一部免罪されると共に、「クロアチア独立国」の建設もクロアチア人
全体の積年の願望の実現と見做された。さらにこのナショナリズムに基づき「反ファシズ
ム」を敬遠するのではなく、むしろそれに自民族中心主義的な解釈を施してクロアチアの
国家的基盤に据えていた。つまりZAVNOH に代表されるクロアチア人主体のパルチザン
活動を、社会主義ユーゴ建設に向けた民族間の連帯ではなく、独自の国家建設を志向した
運動と再定義した。その上でトゥジマンはHDZを結党して1990年の複数政党制自由選挙
への移行後、共産主義者からウスタシャの信奉者まで多様な政治陣営に属するクロアチア
国民から幅広く支持を獲得する目的から「国民和解」と称されるイデオロギーを掲げた。
これは第二次大戦期にウスタシャとパルチザンは相対立しながらも双方共にセルビア人の
専制から離れてクロアチア人国家の建設を追求していた存在と唱えて、その歴史的文脈に
倣って社会主義ユーゴからのクロアチア独立を正当化するものだった39。
　もともとヤセノヴァツ祈念碑が建立された背景には、パルチザン英雄史観に基づく「犠
牲の記憶」の構築を通じて人民の統合を図る目的があった。それに対してトゥジマンの「国
民和解」は独自のナショナリズム及び「反ファシズム」の政治的志向を提示しながら、ク
ロアチア人が国家建設を実現するまでに払ってきた「犠牲」に重きを置くものと言える。
その歴史認識に即した形でトゥジマンはユーゴ紛争終結後、ヤセノヴァツのメモリアル・
サイトを新たに第二次大戦時及び「祖国戦争」での犠牲者全てを追悼する場へ刷新する計
画を明らかにした40。その際、ヤセノヴァツをクロアチア国民が受容可能な場とすべく、
「ファシズムの犠牲者」のみならず「共産主義者の犠牲者」も追悼する必要があると主張
している41。
　この計画自体はセルビア人団体やユダヤ人団体など国内外から強い反発を招いて実現し
なかったものの、当時トゥジマンは社会主義イデオロギーに基づく歴史観を脱却して自ら
のクロアチア史観を社会内部に浸透させるため、ヤセノヴァツ祈念碑の政治利用を思案し
ていたと思われる。それでは現在のHDZ政権の手による「記憶政策」はこの方針をどのよ
うな形で継承しているのだろうか。次にこの点に注目しながらヤセノヴァツ追悼式典に際
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して露わになった昨今のクロアチアの「犠牲の記憶」を巡る問題を見ていきたい。

3. クロアチア独立後の「記憶の政治」

　1990年代に発生したユーゴ紛争時に、ヤセノヴァツはクロアチアのセルビア人自治区
が合わさって建設された擬似国家「クライナ・セルビア人共和国」の支配下に置かれた。
またそのクロアチア軍との戦闘を通じてメモリアル・サイト周辺地域は荒廃し、さらに博
物館の所蔵品の多くが後に誕生したスルプスカ共和国へと収奪された42。ただし紛争終結
後はメモリアル・サイトと「石の花」の修復も進み、2006年には博物館での常設展示が
再開されている43。1996年には追悼式典も再開され、2002年にはクロアチア共産主義者
同盟を継承する社会民主党 (SDP) 党首のイヴィツァ・ラチャン首相含めた政府高官が、さ
らに2003年以降はスティエパン・メシッチ大統領が参列している。クロアチアは2000年
代前半からEU加盟を目指して民主化政策に取り組んでおり、2004年6月には加盟候補国
として承認されたが、当時の政権はヤセノヴァツ追悼式典への対応に係り国際社会からの
評価を強く意識していたと思われる。実際にメシッチは2003年の式典に参列した際、ク
ロアチアは「反ファシズム」を基盤とするヨーロッパへの参入を望んでいると語った44。
　ただし既に見たように、トゥジマンは社会主義イデオロギーではなくナショナリズムの
強化を目的として「反ファシズム」の概念を変容させており、そのクロアチアにおける歴
史政策に対する影響はユーゴ紛争の経緯や国際社会の動向を反映させながら継続していた。
実際に1995年にはクロアチア議会が「ブライブルクの悲劇」の50周年式典を組織し、さ
らに2002年にはラチャン首相も同地の祈念碑に献花を行っている45。また第二次大戦終結
後60年にあたる2005年4月には「反ファシズム宣言」が採択されたが、これは憲法前文
に記されたように、クロアチアの国家性の歴史的基盤の一つとしてZAVNOHとその「反ファ
シズム」の重要性を再確認するものだった。そこでは興味深いことに、クロアチアの「反ファ
シズム」は「民主的ヨーロッパ」の建設に連結するものであり、「共産主義のイデオロギー」
と同一視しないよう強調していた46。
　さらに2006年7月にはHDZ政権の下で「1945年から1990年までのクロアチアにおける
全体主義的共産主義体制の期間に為された犯罪の告発に関する宣言」が採択された47。こ
れは同年1月に採択された欧州評議会決議「全体主義的共産主義体制による犯罪の国際的
告発の必要」に倣う形で策定されたものだが、「ユーゴスラヴィア及びクロアチアの全体
主義的共産主義による犯罪」を糾弾する内容を含んでいた。中東欧諸国では体制転換以降
に新たな国民史の創造が進められたが、その際に第二次大戦時の軍事占領や社会主義期の
抑圧体制を巡る「犠牲の記憶」が焦点化されることになった。そして2004年に中東欧8カ

ロシア・ユーラシアの社会
2020年　No.1048



31

国がEU加盟を果たして以降、欧州の国際機関内部ではナチズムとスターリニズムをまと
めて「全体主義」として非難するような「歴史の見直し」の活動が本格化した48。クロア
チアで独立後に「反ファシズム」を軸として社会主義ユーゴに対する否定的態度が硬化し
たとすれば、そこには紛争で受けた甚大な被害の影響のみならず、こうした「犠牲の記憶」
を巡る国際社会の潮流に対応しようとする姿勢を伺うことが出来る49。
　それでは2013年にEU加盟を実現してからクロアチアの「記憶政策」はいかなる局面を
迎えているのだろうか。以下ではその全体像を把握する目的から、まずヤセノヴァツ追悼
式典に加えてその対照的事例となるブライブルク追悼式典、そして紛争時にユーゴスアラ
ヴィア人民軍の侵攻により壊滅的な被害を被ったヴコヴァルにおける追悼行事の模様につ
いて概観したい。なお2015年1月に行われた大統領選挙で元HDZ党員かつ外務・欧州統
合相であるコリンダ・グラバル＝キタロヴィチが勝利し、また同年末の議会選挙ではSDP
に代わってHDZを首班とする連立政権が成立した。クロアチアでは2019年12月現在まで
この政治体制が継続している。
　冒頭で述べた通り、2016年以降はセルビア系、ユダヤ系、及びロマ系団体に加えて反ファ
シズム組織50などが毎年4月に行われている政府主催のヤセノヴァツ追悼式典をボイコッ
トする事態が発生している。少数民族政党である独立民主セルビア党所属議員のミロラド・
プポヴァツはセルビア系団体のセルビア民族評議会代表も務める人物であるが、式典への
出席拒否を説明するにあたり、現政権がヤセノヴァツでの虐殺含めてウスタシャの戦争犯
罪を否定するような態度を容認していると強く批判した。またプポヴァツはクロアチアの
世論やメディアを通じてウスタシャを再評価する声が上がっており、他民族に不寛容な雰
囲気が広がっていると警鐘を鳴らしている51。
　実際にヤセノヴァツの「犠牲の記憶」やウスタシャの戦争犯罪に関する近年のHDZの取
り組みは、従来のクロアチア政治の慣習から外れてナショナリズムの発露を思わせるもの
である。キタロビッチ大統領はメシッチ元大統領が着手して前職のイヴォ・ヨシポヴィチ
大統領も踏襲してきた政府主催のヤセノヴァツ追悼式典への出席を2015年以降は取り止
めて、事前に「石の花」を訪れて献花するに留めている。また2016年に文化相に就任し
た歴史家のズラトコ・ハサンベゴヴィチはクロアチア国家の基盤に社会主義イデオロギー
に由来する「反ファシズム」を据えることを否定して、ヤセノヴァツ追悼式典をそうした
政治的志向を表明する場にすべきではないと主張した。事実SDP政権時はヤセノヴァツで
大統領や首相が「クロアチア独立国」における大量虐殺への悔悟と追悼の念や、国家建設
に係るZAVNOHの功績について声明を発出することもあった。ただし2016年以降は追悼
式典に際して政府高官が公式のスピーチを行うことはなくなった52。
　さらに近年はクロアチア社会内部における歴史修正主義的傾向の高まりも確認すること
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が出来る。2014年に歴史研究者を中心として設立された団体「三重のヤセノヴァツ収容
所の調査協会」は、ヤセノヴァツにおける犠牲者数の過剰な見積もりを正して収容施設が
大量虐殺を目的としない「労働キャンプ」であったことを明らかにするという主題の下、
これまで複数の学術的著作を発表している53。また2016年11月には、ユーゴ紛争期に活
動していた準軍事組織「クロアチア防衛隊」の退役軍人が戦死者に捧げる祈念銘板をヤセ
ノヴァツの街に設置したが、その銘板には「祖国に備えよ Za dom spremni」という文句が
刻印されていた。この言葉はウスタシャが「クロアチア独立国」への忠誠を誓うために用
いた標語であるためセルビア人やユダヤ人の側からの強い非難を招き、政府も協議委員会
を設立してその対応に追われることになった。ただし検討の結果、この標語はファシズム
を賞賛するもので憲法理念に反することは明らかだが、紛争時の戦闘でクロアチア独立に
貢献した「クロアチア防衛隊」の追悼に用いる限り容認されると結論付けた54。
　トゥジマンが講じた「国民和解」がウスタシャとパルチザンの戦争犯罪を相対化するこ
とで民族集団としてのクロアチア人に課せられた歴史的責任の放棄を図るものとすれば、
HDZ政権はそれに倣ってヤセノヴァツとウスタシャを巡る「犠牲の記憶」の忘却に努めて
いると言える。また「祖国戦争」の退役軍人の意向に配慮することで、HDZは彼らを支持
母体の一つとして動員すべく画策したとも思われる55。結局こうした政治運営に不満を募
らせたセルビア系団体やユダヤ系団体及び反ファシズム組織は、2019年4月のヤセノヴァ
ツ追悼式典の折も政府主催の式典への出席を拒否し、別日にメモリアル・サイトにて独自
に式典を執り行っている。その参加者は2,000人を数えた56。なおこの事件がメディアの
注目を集める一方、独立民主セルビア党は議会運営におけるHDZとの協力関係を解消して
おらず、民族間対立の政治化は防がれていると思われる。ただし未だクロアチアのマイノ
リティーにとりヤセノヴァツ追悼式典が政権批判を行う重要な舞台となっていることは確
かである。
　ヤセノヴァツ同様、ブライブルクでも1950年代から非公式の追悼式典が催されていた。
さらに1987年には同地に犠牲者の名誉を称える祈念碑が建立されている。クロアチア独
立後にその「犠牲の記憶」が民族社会内で共有されるようになると、この事件をクロアチ
ア人にとっての「ホロコースト」と解釈する動きが顕在化した。特に終結して間もない「祖
国戦争」で受けた被害と結びつけて想起することで、この語りは説得力を持つようになった。
実際に毎年5月に行われている式典にはクロアチアやボスニア＝ヘルツェゴヴィナから多
数の参列者が巡業し、またカトリック司祭も出席して儀式を執り行うなど、民族全体の「犠
牲」を追悼する体裁を見せている57。
　ただしこの追悼式典がオーストリアの土地で「ブライブルク名誉防衛隊」と呼ばれるク
ロアチア人の民間団体により主催され、民族主義者にとり政治的主張の発露の場となって
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いることは、EU加盟にあたり障害となる要素として政権内部でも危惧されたと思われる。実際
に2012年にはSDP政権下で議会からの式典開催費用の拠出を中止する決定が下された58。
ここではSDPの側からウスタシャを賛美するような傾向に懸念が示されたと言える。ただ
し当時野党の立場にあったHDZはウスタシャが産んだ「犠牲」を認めながら、政権の決定
は共産主義者が戦争犯罪を働いた事実を認めないものだと強く非難した。結局2016年の
HDZ政権時に式典への拠出は再開されている。また2019年に至るまで一部のHDZ党員の
式典への出席も続いている59。
　EU加盟後のHDZ政権はSDPとの競合の中で「国民和解」に由来する歴史認識を確立す
るため、ヤセノヴァツ及びブライブルクでの追悼式典を政治利用しながら、他民族ではな
くクロアチア人の「犠牲の記憶」を構築することに傾注してきたと言える。その際「祖国
戦争」において激戦地となったヴコヴァルを巡る「犠牲の記憶」には、民族の動員を果た
す上で最も重きが置かれている。
　1991年8月以降ユーゴスラヴィア人民軍とセルビア人の準軍事組織により包囲されたヴ
コヴァルでは、同年11月に陥落するまでに市街部の大部が破壊されておよそ2万2,000人
の市民が街を離れることになり、陥落直前には264名の市民が拷問の末に虐殺されるとい
う戦争犯罪が行われた。現在のクロアチアでは、ヴコヴァルは「祖国戦争」時にクロアチ
ア人が被った「犠牲」と戦闘に加わった「英雄」、そしてセルビア人の残虐性を象徴する
土地となっており、毎年11月には同地のみならず全土の都市で追悼式典が開催されている。
またヴコヴァルが陥落した11月18日は「1991年ヴコヴァル犠牲者を想起する日」として
記念日に制定されたが、毎年同日のヴコヴァルでは犠牲者を弔う「記憶の行進」と呼ばれ
る行事が開催され、与野党問わず多くの政治家が参列している。2018年にはおよそ6万
5,000人のクロアチア市民が全土から参集した60。
　「ユーゴスラヴィア」あるいは「セルビア」の側から行使された政治暴力を前景化する
ヴコヴァルの「犠牲の記憶」は、ブライブルク追悼式典と同様にウスタシャの戦争犯罪を
相対化あるいは忘却し、「祖国戦争」における自民族の戦闘行為を正当化する目的に合致
したと言えるだろう。またこうした語りは、「全体主義」の名の下に第二次大戦期のファ
シズムと戦後の共産主義の犯罪を同等に扱うような近年のEUの「記憶政策」の潮流とも
符合する。実際に2013年のEU加盟以降、欧州議会の場ではHDZ所属議員を中心としてヴ
コヴァルでの戦闘について詳説する機会を兼ねた追悼行事が度々企画されたが、そこでは
クロアチア国家が被った「犠牲」は「セルビアの二重の全体主義」によるものだと語られ
ている61。
　さらに現在ヴコヴァルでは追悼式典に依らずに「犠牲の記憶」の共有を図る政策も進め
られている。EU加盟直前でありSDP政権時の2013年5月に、政府決議により国立機関と
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して「祖国戦争ヴコヴァル記念センター」が設立された。センターは退役軍人省の予算に
基づき、クロアチア全土の第8学年の学童にヴコヴァルを短期間訪問した上で「祖国戦争」
に関するレクチャーを受講するよう義務付けるプログラムを運営している。その目的は、
「祖国戦争」とヴコヴァルでの戦闘がクロアチア国家の主権と国土の防衛に果たした功績
を教授することとされる。2018年度の修学生徒数は4万2,791名と見込まれている62。
　この事業は、クロアチア政府がヴコヴァルの「犠牲の記憶」に基づき国民統合を進める
ための方策として考案したものであることは疑いない。ここでその比較対象として、近年
のヤセノヴァツのメモリアル・サイトの訪問者数を見てみたい。2019年の来訪者は総計1
万6,476人であり、その内訳は、国内居住者が8,490人、国外居住者が7,986人となっている。
また国内居住者の中にはクロアチアの学校教育の一環として訪れた学童17グループが含
まれている。なお2018年の来場者数が総計1万6,066人でその内の国内居住者が6,740人、
2017年は総計1万2,805人が来場してその内の国内居住者が5,883人とされる63。ヤセノ
ヴァツのメモリアル・サイトとヴコヴァルの「記念センター」の事業のどちらが今後のク
ロアチア社会で影響力を発揮し得るか、これらの訪問者数のみから結論を導くことは難し
いが、クロアチア政府が自らの「記憶政策」に即してどちらの土地の「犠牲の記憶」を重
要視しているかは明らかではないだろうか。

おわりに

　ここまでの議論から、クロアチアでヤセノヴァツ追悼式典を巡る「犠牲の記憶」が争点
になった歴史的背景として、社会主義ユーゴ末期のトゥジマンによる「国民和解」のイデ
オロギーの発露、「祖国戦争」の経験に由来する「犠牲者」としての自民族のアイデンティ
ティの構築、そして近年のEU及び中東欧諸国が展開する「記憶の政治」への迎合という
要素を確認することが出来た。その上でクロアチアのナショナリズムと「反ファシズム」
の潮流にあらためて目を向けると、もともと社会主義イデオロギーとして提起された「反
ファシズム」が、「国民和解」に基づく歴史認識の修正とHDZ政権による「記憶政策」を
通じてナショナリズムを発揮するためのレトリックに再解釈されたことが分かる。つまり
独立後に新たなクロアチア国家像を形成するにあたり、相対する「ファシズム」の主体は
紛争時にヴコヴァルへ侵攻した「ユーゴスラヴィア」あるいは「セルビア」に転換された。
さらにクロアチア人をその両者により「犠牲」を被った存在と同定することで、民族社会
の排他的統合が正当化されるようになった。ブライブルクやヴコヴァルにおける毎年の追
悼行事はそうしたナショナリズムを可視化し、社会内部に拡散させる機能を果たしている。
その「記憶政策」の方針に従えば、ヤセノヴァツ追悼式典を巡る「犠牲の記憶」を軽視す
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ヤセノヴァツ博物館
（筆者撮影：2019 年 9月15日）
／建物奥にメモリアル・サイトが広がっている

ヤセノヴァツ追悼祈念碑
（筆者撮影：2019 年 9月15日）
／追悼式典は毎年この祈念碑の下で開催される

るHDZ政権の主たる目的は、クロアチア人とセルビア人の民族間関係を問い直す機会を避
けることにあると言えるだろう。
　各追悼式典に際したHDZ政権の対応を見るに、現在のクロアチアの「記憶政策」は第二
次大戦期のウスタシャの戦争犯罪を忘却しながら「祖国戦争」を国家独立の起点として賛
美するものとまとめられる。さらにその最大の基盤となるヴコヴァルの「犠牲の記憶」は、
HDZの対抗政党であるSDPにとっても受容可能なものであろう。つまり今後政権交代が実
現しても、クロアチアの「記憶政策」の方向性は大きく変更しないと思われる。もちろん
民族融和の観点からヤセノヴァツ追悼式典における他民族への配慮が復活する可能性はあ
るだろう。しかしながらその際、「犠牲の記憶」を再生産する主体は政権に限らない。追
悼式典が各政党にとり国民の動員や支持拡大の舞台に成り得るとすれば、その「記憶政策」
の方針も退役軍人を含めたクロアチア市民の意向に左右されることも考えられる。今後の
ヤセノヴァツ追悼式典を巡る「犠牲の記憶」の行き先を問うためには、クロアチア社会に
流布された「記憶」がいかなる形で醸成されるか見極めなければいけない。

注： 
 1 セルビアを含めた中東欧諸国の事例については以下の論集を参照されたい。橋本伸也編著『せ
めぎあう中東欧・ロシアの歴史認識問題　―ナチズムと社会主義の過去をめぐる葛藤―』ミネ
ルヴァ書房、2017年。

 2 ナショナリズムはひとまず「民族と国家の単位を一致させる政治原理」（ゲルナー）と定義したい。
ただし特に旧ユーゴのような多民族社会では、エスノ文化的な枠組みに基づく複数の民族が各々
の国家の確立を求めて対立するといった現象が発生し易い。本稿ではナショナリズムの機能の
中でもこのような「民族化」を促す側面に注目する。佐藤成基『国家の社会学』青弓社、2014年、
156–159頁。

 3 「ユーゴスラヴィア」の政治的枠組み又はその名称は、大戦間期に建設された「ユーゴスラヴィ
ア王国」、第二次大戦期に「ユーゴスラヴィア人民解放反ファシスト会議 (AVNOJ)」により国家
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的基礎が形成された後の「ユーゴスラヴィア民主連邦」、「ユーゴスラヴィア連邦人民共和国」
（1946年以降）、「ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国」（1963年以降）と変遷している。本
稿では煩雑さを避けるため、「ユーゴスラヴィア王国」を「ユーゴ王国」、第二次大戦終結後のユー
ゴスラヴィアを「社会主義ユーゴ」と記している。なお「社会主義ユーゴ」とは区別するが、
1991年6月のスロヴェニア及びクロアチアによる独立宣言からユーゴ解体が進行しても連邦維
持を主張していたセルビア共和国及びモンテネグロ共和国は、1992年に「ユーゴスラヴィア連
邦共和国」を形成している（2003年に「セルビア・モンテネグロ」に国名変更）。

 4 近年のヤセノヴァツ追悼式典を巡る問題については本ブックレット所収の山川卓の論考も参照
されたい。

 5 クロアチアは1990年春に複数政党制自由選挙を行い同年7月に国名をクロアチア社会主義共和
国からクロアチア共和国に変更したが、同年12月に採択されたクロアチア共和国憲法の前文に
おいて、クロアチアの国家性の歴史的基盤の一つに1943年6月に抵抗運動を担う最高機関とし
て設立されたクロアチア人民解放反ファシスト全国評議会 (ZAVNOH) を挙げている。憲法前文
の詳しい内容については本ブックレット所収の石田信一の論考を参照されたい。

 6 ウスタシャが1931年に実施された調査に基づき算出及び作成した統計資料に基づけば、1941
年末の段階で「クロアチア独立国」全土の人口は6,663,157人を数えた。Filip Lukas, gl. ured., 
Naša domovina. sv. 1, Zagreb: Glavni ustaški stan, 1943, str. 117. また独外務省の史料によれば、民
族別の人口構成はおよそクロアチア人が330万人、セルビア人が192万5千人、ムスリムが70万人、
ドイツ人が15万人、ハンガリー人が7万5千人、ユダヤ人が4万人、スロヴェニア人が3万人と
される。Fikreta Jelić-Butić, 8VWDãH�L�1H]DYLVQD�GUåDYD�KUYDWVND�������±�������Zagreb: Liber, 1977, str. 
106.

 7� 3HWDU�3RçDU��SUL���8VWDãD��'RNXPHQWL�R�8VWDãNRP�SRNUHWX, Zagreb: Zagrebačka Stvarnost, 1995, str. 149.
 8 Isto., str. 160–163.
 9 清水明子「「クロアチア独立国」におけるセルビア人虐殺（一九四一～四二年）」松村高夫・矢
野久編著『大量虐殺の社会史―戦慄の20世紀』ミネルヴァ書房、2007年、99–100頁; Nevenko 
Bartulin, 7KH�5DFLDO�,GHD�LQ�WKH�,QGHSHQGHQW�6WDWH�RI�&URDWLD, Leiden/Boston: Brill, pp. 204–206.

 10 Geoffrey P. Megargee and Joseph R. White, eds., 7KH�8QLWHG�6WDWHV�+RORFDXVW�0HPRULDO�0XVHXP�
(QF\FORSHGLD�RI�&DPSV�DQG�*KHWWRV������±������9ROXPH�,,,��&DPSV�DQG�*KHWWRV�XQGHU�(XURSHDQ�
5HJLPHV�$OLJQHG�ZLWK�1D]L�*HUPDQ\, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2018, pp. 
53–69.

 11 Jozo Tomasevich, :DU�DQG�5HYROXWLRQ�LQ�<XJRVODYLD������±������2FFXSDWLRQ�DQG�&ROODERUDWLRQ, 
Stanford, California: Stanford University Press, 2001, pp. 594–596; Nataša Mataušić, -DVHQRYDF�
�����±�������/RJRU�VPUWL�L�UDGQL�ORJRU, Jasenovac–Zagreb: Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, 
2003, str. 65–70.

 12 Tomasevich, :DU�DQG�5HYROXWLRQ, pp. 392–409.
 13 Mataušić, -DVHQRYDF, str. 38.
 14 Megargee, 7KH�8QLWHG�6WDWHV�+RORFDXVW�0HPRULDO�0XVHXP, p. 61.
 15 Mataušić, -DVHQRYDF, str. 42–54.
 16 Ivo Goldstein, -DVHQRYDF, Zagreb: Fraktura, 2018, str. 519–521.
 17 殺害方法については以下参照。清水前掲論文、103頁。
 18 Mataušić, -DVHQRYDF, str. 54–59.
 19 Isto., str. 70–72; Megargee, The United States Holocaust Memorial Museum, p. 53.
 20 清水前掲論文、103–106頁。
 21 Mataušić, -DVHQRYDF, str. 88–93. なお1944年12月の時点でヤセノヴァツ強制収容所群に捕らえら
れていた人数は3,205名とされる。また虐殺の命令が下されてから、1945年4月22日には第三
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収容所に残されていた600名程の被収容者の内106人が脱出に成功した。
 22 http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6284 [accessed 2019-12-31] 公表されている犠牲者
リストは2013年3月までに集計されたもので、氏名や生年月日など個人情報が判明している者
のみ含まれている。

 23 Tea Sindbæk, Usable History? Representations of Yugoslavia’ s difficult past from 1945 to 2002, Aarhus: 

Aarhus University Press, 2012, pp. 39–53, 71–86.

 24 Ibid., p. 114.
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